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千葉市教員採用プロモーション業務委託仕様書 
 

１ 委託業務名    

千葉市教員採用プロモーション業務委託 

 

２ 業務目的 

教員採用試験の受験者数は減少傾向にあり教員不足の解消が喫緊の課題となっている。こ

のため、千葉市で教員になることの魅力等について民間企業の有する媒体等を活用した情報

提供、広報資料の作成、配付等を実施し、千葉市の教員志願者を増加させることを目的とす

る。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和７年３月31日（月）までとする。 

なお、期間終了前であっても、委託業務のうち完成したものについては、千葉市は受託者

に提出を求めることができる。 

 

４ 委託業務内容    

民間企業の有する媒体等を活用した教員情報の提供、広報資料の作成・配付等を行う。 

ただし、実際の委託内容は、市教育委員会と受託者で協議した上で決定する。 

 

（１）教員情報や千葉市で教員になることの魅力についての情報提供 

  受託者は、次に記載する取組を実施する。ただし、これ以外の効果的な媒体や方法がある

場合には、それらを活用した取組を実施することも可能とする。 

 

  ア 民間企業の有する媒体等を活用した情報提供 

情報提供サービス等を活用し、対象者別（新規卒業者、民間経験者、教職経験者等）

に必要な情報提供（千葉市で教員になることの魅力等、採用選考等に関する情報、イ

ベント等の情報）を令和６年９月頃から令和７年３月頃までの期間において行う。 

 

イ 就職・転職希望者が閲覧するサイト等を活用した情報提供 

    就職・転職希望者が閲覧するサイトに千葉市で教員をやることの魅力等と採用選考

等に関する情報の掲載を１か月以上の期間において行う。ただし、同サイトの掲載基

準等により掲載が困難な場合は同サイトへの広告掲載等、同等の効果が得られると見

込まれる方法により実施することも可能とする。 

   

ウ 企業等主催のイベントへの参加 

企業等が主催するイベントに千葉市のブース等を設け、千葉市で教員をやることの

魅力等についての説明及び個別相談等を実施する場を１回以上設け、効果的なＰＲを

行う。この際、これに関わる全ての業務（備品手配、ブース運営及び関係者との調整

等）を実施する。同等以上の効果が見込める方法であれば個別に教員志願者を対象と

した説明会やイベントを独自に開催する等、他の方法によることも可能とする。 

また、イベント参加者へのアンケートを実施し、結果の集計を行う。 

   

 



2 

エ イベント等の企画・運営 

大学生、大学卒業者、社会人等（以下「大学生等」という。）に千葉市で教員にな

ることの魅力等をＰＲするイベント等を１回以上、企画・運営する。 

開催方法は、対面とし幅広く大学生等が参加出来る方法とする。この際、可能な範

囲でオンラインによる参加も可能となるように工夫する。イベント等には個別相談の

コーナーを設ける。この際、個別相談の対応等は千葉市が行う。 

イベント等の実施に関わる全ての業務（会場や必要な備品の手配、運営、撤去及び

関係者との調整等）は受託者により実施する。 

 

（２）魅力的な広報資料の作成・配付 

ア ＰＲ動画 

（ア）千葉市で教員になることの魅力等について、大学生、教職経験者、教職経験のな

い者に向けた効果的なＰＲ動画を各１本以上作成する。この際、チャプター等で区

切って１本の動画とすることや１つの動画に２つ以上の対象者を含むといった工夫

も可能とする。ＰＲ動画に出演する教員は、千葉市職員とし千葉市が選定する。 

  各校種（小・中・中等教育・高等学校・特別支援学校）について、それぞれ１つず

つ、仕事紹介及び魅力を伝える動画を作成する。 

（イ）各動画については、視覚障害者向けに音声ガイドを付与した動画及び聴覚障害者

向けに日本語字幕を付与した動画も作成する。音声ガイドについては、動作、登場

人物、場面の変化、動画上のテキストその他の視覚的なコンテンツに関する情報を

提供するものとし、字幕を付与しないものとする。また、日本語字幕については、

動画の内容を理解するために必要な会話の内容、話者の特定、位置等とする。 

（ウ）作成した動画は、インターネット（YouTube及び千葉市ホームページ等）からの配

信が可能なものとする。 

（エ）画質はDVDで視聴可能な高品位の画質とし、アスペクト比は16：９とする。使用す

る言語は、日本語とする。 

（オ）作成行程は次の流れを想定するが、より効果的な流れがある場合は千葉市と協議

の上で変更することも出来る。 

①シナリオハンティング、②構成・シナリオ作成、③シナリオ修正、 

④ロケーションハンティング、ロケ交渉、撮影許可手続、 

⑤台本、ロケスケジュール作成、⑥撮影、 

⑦仮編集・ラッシュ（仮ナレーション、テロップを含む。）、 

⑧ナレーション収録・本編集、⑨成果物納品 

（カ）受託者は、動画作成に関わる全ての業務（企画、ロケーションハンティング、シ

ナリオ作成、出演者等との交渉、著作権・肖像権・所有権等の対応、撮影、音声・

ナレーション収録、校正のための文字起こし、字幕、BGM、編集、成果物の千葉市へ

の納品等）を実施する。 

（キ）動画の構成及び撮影場所については事前に千葉市と協議し決定することとし、撮

影許可等に関する手続は受託者が行う。動画の作成にあたっては基本的に受託者の

設備及び機器を使用する。この際、屋外での撮影も想定されるため、質の高い音声

を記録できるようにする。 

（ク）動画をより多くの人に視聴してもらえるような誘導策を併せて提案する。 
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イ スライドの作成 

  下記のスライドを作成する。この際、受託者は、スライド作成に関わる全ての業務

（企画、デザイン、著作権・肖像権・所有権等の対応、成果物の千葉市への納品等）

を実施する。また、記載したスライドの枚数は目安であり、最終的なスライドの枚数

や構成については、事前に千葉市との協議により決定する。 

（ア）出前講座用のスライド 

大学用（50～75 スライド程度）のスライドをパワーポイント形式で作成（20MB

以内を目安）する。効果的なスライドにするため、音声や動画を使用することも可能

とする。スライドの構成は、表紙、目次、本編とし、本編には千葉市で教員になるこ

との魅力等、教員採用までの流れ、千葉市の求める教員像、仕事紹介、職員からのメ

ッセージ、問合せ先は必須とする。 

（イ）作成上の注意点 

・別紙「企画要望等」を踏まえて作成する。スライド作成に関わる全ての業務（企画、デ

ザイン、著作権・肖像権・所有権等の対応、成果物の千葉市への納品等）一切を実施す

る。上記のスライド数は目安であり、受託者の提案により、変動する可能性がある。ス

ライドの枚数や構成については、事前に市教育委員会との協議により決定する。 

 

ウ 教員志願者向けパンフレット・ポスター等の作成 

教員志望者向けに千葉市で教員になることの魅力等を伝えるポスター及びパンフレッ

トを作成する。 

下記のパンフレット、ポスター等を作成する。校正回数は３回以上とする。この際、

必要な業務（企画、デザイン、取材、写真撮影（日程調整を含む）、情報収集、原稿

作成（千葉市が作成するものを除く）、レイアウト、編集、校正、印刷、編冊、納品

（PDF、テキストデータ、JPEG画像を含む）等）の一切を実施する。 

なお、本業務で使用、作成した資料及びデータ等について、千葉市教員採用候補者

選考のパンフレット等に使用するため、千葉市から提供を依頼する可能性がある。そ

の際は、可能な範囲で協力することとする。 

（ア）規 格 

ポスターはＡ２判片面刷りとし、パンフレットはＡ４判（40頁）両面刷りとする。 

（イ）用 紙 

使用する用紙は指定しないが、事前に千葉市と協議し決定する。 

（ウ）部 数 

納品数は、ポスターが600部、パンフレットが1000部とする。 

（エ）構 成 

ポスターの基本デザインはパンフレットと共通とする。パンフレットの構成は、表

紙、目次、本編とし、本編には、千葉市の紹介、仕事紹介、先輩教員からのメッセー

ジ、勤務条件・福利厚生、試験情報、問合せ先を必須とする。 

（オ）印 刷 

オフセット印刷４色刷りとする。 

（カ）加 工 

表紙加工及び綴じ方は、耐久性を持たせることとする。 

（キ）その他 

ａ 別紙「企画要望等」を踏まえて作成する。 

ｂ パンフレットのページ数は目安であり、受託者の提案により変動する可能性がある。 
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ｃ リーフレットは、折り加工した形を提案することも差し支えない。 

ｄ ページ数や構成、加工等は、事前に市教育委員会との協議により決定する。 

ｅ 校正回数は３回以上とする。 

ｆ 千葉市マスコットキャラクター等を表紙や本編等に取り入れたものとする。なお、

配置する場所等は、千葉市との協議の上で決定する。また、使用に当たっては、各デ

ザイン使用の要綱に則ったものとする。 

ｇ 本業務に必要な業務（企画、デザイン、取材、写真撮影（日程調整を含む）、情報

収集、原稿作成（千葉市が作成するものを除く）、レイアウト、編集、校正、印刷、

編冊、納品（ＰＤＦ、テキストデータ、ＪＰＥＧ画像を含む）等）一切を実施する。 

ｈ 本業務の紙面構成に必要な写真、イラスト等のうち、市教育委員会が所有している

素材や資料については、協議の上、可能な範囲で提供するものとする。 

ｉ 本業務に使用、作成した資料及びデータ等について、市教育委員会から提供を依頼

する可能性がある。提供等の依頼があった場合には、可能な範囲で協力すること。 

 

５ 納入場所 

 千葉市教育委員会教育総務部教育職員課及び千葉市が指定又は承認する場所 

 

６ 納入期限 

  各成果物の納入期限は、発注者と受注者で打合せの上、決定する。 

 

７ 成果物等 

（１）納品にあたっては、千葉市教育委員会教育総務部教育職員課に加え、千葉市が指定する

配送先に持参又は送付する。大学については全国２００校を想定している。 

（２）納品するもの及びその納品形式については次のとおりとする。 

  ア ＰＲ動画 

    MP4形式の動画データをDVD－ROM等で動画１本につき２枚納品する。 

  イ スライド 

    パワーポイントで使用可能な形式のデータをCD－ROM等で２枚納品する。 

ウ ポスター・パンフレット・リーフレット 

（ア）納品にあたっては100部ごとに仕切りを入れる。100部ごとが困難な場合は千葉市と

協議する。 

（イ）ポスター等に係る電子データ（PDF形式・イラストレーター形式、JPEG形式、視覚障

害者向けに読み上げ対応可能なテキストデータ等）をDVD－ROM等で納品する。電子デ

ータについては千葉市が作成する刊行物やウェブサイト等への流用使用を認めるもの

とする。 

   なお、PDF形式の電子データについては全頁が繋がったものと１頁毎のファイルのも

のを各々納品することとし、PDFの企画はPDF1.5相当とする。また、原則として「フ

ォント埋め込みあり、透明テキストあり、トンボなし」のPDFとする。各ファイルの

サイズは、ホームページ等への掲載が可能なものとなるように配慮する。 

視覚障害者向けの読み上げ対応可能なテキストデータは１頁毎のファイルとする。 

（３）各業務の履行期限は以下のとおりとする。 

ア 民間企業の有する媒体等を活用した教員情報の提供 

令和７年３月３１日（月） 

イ 魅力的な広報資料の作成・配付 
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令和６年９月１日（日）以降で千葉市が指定する期日 

 

８ 情報セキュリティの確保 

（１）受託者は、本委託で知り得た情報や、千葉市の事務に関する機密事項を、みだりに第三

者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本委託が終了した後も同様とする。 

（２）受託者は、業務の実施に当たって入手した千葉市の著作物を、千葉市の承認なしに、本

委託以外の目的に使用してはならない。 

（３）受託者は、情報の紛失、漏えい等が発生した際には、速やかに千葉市に報告し指示を仰

ぐこと。 

 

９ その他 

（１）この仕様書で示したもののほか、本業務の目的達成に繋がる有効な提案があれば独自

の企画として併せて提案することができる。費用は本業務の委託料に含むものとする。

また、人件費、旅費、宿泊費、食費、通信費、印刷製本費、契約費用等、業務の実施の

ために負担する受託者の一切の経費は、委託料に含まれるものとする。 

（２）業務委託に基づき作成される成果物等の著作権・肖像権等に関する取扱いは、次のとおり

とする。 

ア 千葉市に納品した成果物及び素材映像について著作者人格権を行使しないものとする。 

イ 本業務のために新たに作成された素材映像、画像、アニメーション、イラスト、デザイ

ン、映像等（本業務のために新たに撮影した写真等で成果物に使用しなかったものも含む）

の著作権は、千葉市に帰属する。ただし、成果物に受託者又は他者が既に著作権を保有し

ているもの（以下「著作物」という。）が組み込まれている場合、当該著作物の著作権は、

受託者又は他者に帰属するものとする。この場合、受託者又は他者は、当該成果物を千葉

市が使用するために必要な範囲で著作権法に基づく利用を無償で承諾するものとする。 

ウ 本業務により千葉市に納品した動画は、千葉市ホームページでの配信、説明会等で使用

できるものとする。このことを踏まえ、映像、音楽等の著作権・肖像権等、権利関係の処

理を済ませた上で作成物を納入する。これらに関する紛争が生じた場合は、受託者の責任

において対応し、千葉市は責任を負わないこととする。 

エ 作成物は、他者の著作権・肖像権・所有権等を侵すものでないものとする。 

（３）全ての業務を他に再委託することは出来ないものとし、業務の一部を第三者に再委託

しようとするときは事前に千葉市の承認を得なければならない。業務の一部を第三者に

再委託した場合は、再委託先に本仕様書に定める受託者の義務と同様の義務を負わせる

とともに、再委託先の全ての行為及び結果に対して責任を負うものとする。 

（４）業務遂行にあたっては、千葉市との協議等を綿密に行い、誠実に業務を進めるととも

に千葉市の指示に従うものとする。また、業務の進捗状況については、千葉市に適宜報

告を行い、千葉市が必要と認めたときは随時打合せを行うものとする。 

（５）業務遂行に当たり必要となる資料については、千葉市が妥当と判断する場合のみ提供

する。提供を受けた資料は、複製・複写を禁ずるとともに、本業務委託終了後に千葉市

に返却する等、取扱いには十分に注意するものとする。 

（６）本仕様書に疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、速やかに千

葉市と協議の上で決定するものとする。 

 


